
不
足
」「
痩
せ
て
い
る
」
な
ど
が
多
い
傾
向

に
あ
り
ま
す
。

対�

令
和
６
年
４
月
１
日
時
点
で
５１
歳
、
５６
歳
、

６１
歳
の
女
性

※
妊
婦
は
受
け
ら
れ
ま
せ
ん

日�

９
月
１２
日
㈫
、
１３
日
㈬
、
１４
日
㈭
、

　
２９
日
㈮
、
３０
日
㈯

時�

受
付
時
間
な
ど
は
、
住
民
健
診
カ
レ
ン

ダ
ー
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

会
市
民
会
館

費
５
０
０
円

内
問
診
、
前
腕
の
レ
ン
ト
ゲ
ン
撮
影

申 

事
前
に
保
健
課
に
電
話
な
ど
で
お
申
し
込

み
く
だ
さ
い
。

問
・
申
保
健
課

�

☎
７
７
３
・
６
８
１
１

専
門
医
に
よ
る
心
の
健
康
相
談
会

　
眠
れ
な
い
、
不
安
が
あ
る
、
仕
事
が
続
か

な
い
、
家
族
が
閉
じ
こ
も
り
・
ひ
き
こ
も
り

が
ち
、
お
酒
の
飲
み
方
が
心
配
、
物
忘
れ
が

気
に
な
る
な
ど
の
悩
み
の
相
談
に
、
心
の
専

門
医
が
応
じ
ま
す
。
家
族
の
相
談
も
で
き
ま

す
。
相
談
は
無
料
、
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
は
守
ら

れ
ま
す
。

日�

９
月
２０
日
㈬　
午
後
３
時
～
５
時

会
塩
沢
公
民
館

〆
９
月
１４
日
㈭　
午
後
５
時

申 

電
話
で
お
申
し
込
み
く
だ
さ
い
。

他�

精
神
科
の
主
治
医
が
い
る
場
合
は
、
相
談

し
て
か
ら
お
申
し
込
み
く
だ
さ
い
。

問
・
申
新
潟
県
高
次
脳
機
能
障
害
相
談
支

援
セ
ン
タ
ー
（
新
潟
県
精
神
保
健
福
祉

セ
ン
タ
ー
内
）

�

☎
０
２
５
・
２
８
０
・
０
１
１
４

高
次
脳
機
能
障
が
い
者
「
家
族
教
室
」

　
高
次
脳
機
能
障
が
い
は
、
外
見
か
ら
で
は

わ
か
り
に
く
い
た
め
、
さ
ま
ざ
ま
な
不
安
を

抱
え
て
い
る
こ
と
が
多
い
で
す
。
日
ご
ろ
の

悩
み
や
思
い
を
語
り
合
い
ま
せ
ん
か
。

対
高
次
脳
機
能
障
が
い
者
の
家
族

定
各
回
１０
人
程
度

日
①
９
月
２５
日
㈪
、
②
９
月
２７
日
㈬

会
①
南
魚
沼
地
域
振
興
局

　
②
上
越
地
域
振
興
局

共
通
事
項

時
午
後
１
時
３０
分
～
３
時

費
無
料

申 

開
催
日
の
２
週
間
前
ま
で
に
電
話
で
お
申

し
込
み
く
だ
さ
い
。

問
・
申
保
健
課

�

☎
７
７
３
・
６
８
１
１

骨
粗
し
ょ
う
症
検
診
を

受
け
ま
し
ょ
う

　

骨
粗
し
ょ
う
症
は
、
骨
密
度
が
低
下
し
、

骨
が
も
ろ
く
な
り
折
れ
や
す
く
な
る
状
態
を

い
い
ま
す
。

　
市
の
骨
粗
し
ょ
う
症
検
診
で
要
注
意
、
要

精
密
検
査
と
な
っ
た
人
は
、「
閉
経
を
迎
え

た
」「
食
べ
物
の
好
き
嫌
い
が
多
い
」「
運
動

自ら避難することが困難な高齢者や
障がいのある人を災害時に支援  避難行動要支援者名簿を作成しています
 【問合せ】福祉課 高齢福祉係　☎773・6667

 名簿の登録内容と用途 
登 録内容　氏名、生年月日、性別、住所、電話
番号、支援を必要とする理由などを掲載します。

用 途　行政区などで災害時や地域での見守り活
動、防災訓練などの際に活用します。

※�災害時には、名簿情報の提供への同意がな
くても情報を行政区などに提供します

 名簿の登録手続き 
　今年度に新たに対象となった人、今までに対
象となったが同意書を提出していない人に「避
難行動要支援者名簿登録�情報提供同意書」を
送付します。同意書を記入し、同封の返信用封
筒で返送してください。
※同意しない場合も提出が必要です

 対象者 
　次のいずれかに該当する人
・�要介護認定3以上の認定を受けている
・�身体障がい者手帳1・2級の交付を受けている
・�療育手帳Ａの交付を受けている
・�侵襲的人工呼吸療法・非侵襲的人工呼吸療法
難病患者
・�頻回吸引を要する難病患者
・�在宅酸素療法難病患者
・�在宅人工透析療法難病患者
・�日常生活動作が低下しているか、災害時に移
動が困難な難病患者
・�その他市長が支援の必要を認めた者
※�施設、病院などに長期の入所・入院をして
いる人は対象外

　市では、災害時に自力で避難するのが困難な人（避難行動要支援者）に迅速な避難支援を行うた
め、「避難行動要支援者名簿」を作成しています。
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催
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